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（３）- ② 西之表市（西之表市史編さん委員会）

　西之表市百年史（ 1 巻 528 ページ ）

　昭和 40（1965）年に発足した西之表市史

編さん委員会（委員 7 名）により、明治以降

100 年間の歴史文化や民俗をはじめ、行政・教

育・産業・交通・自然など幅広い把握調査が行

われ、昭和 46（1971）年 3 月に『西之表市

百年史』が発行されました。

　また、把握調査の成果として『西之表市年表』

が、百年史に先立って昭和 43（1968）年に発

行されました。

　西之表市史（ 全 2 巻　総頁数 2000 ページ ）

　平成 30（2018）年、市制施行 60 周年を記

念して市史編さん事業を所掌する歴史文化活用

係が企画課に新設され、令和元（2019）年、

西之表市史編さん委員会（委員 10 名）をトッ

プとする組織体制が構築され、西之表市史編さ

ん事業がスタートしました。

　編集委員会や専門部会（８部会）による幅広

い把握調査や詳細調査が行われ、令和６（2024）

年 3 月に『西之表市史』が刊行されました。

　文化財についても新たに把握・更新された最

新情報が、市全般または校区ごとにまとめられ

ており、多くの市民等の興味関心を広げること

が期待されます。

（４）大学等
類型 調査対象 調査主体 地域 調査期間

埋蔵文化財

小浜遺跡 小浜遺跡発掘調査団 （熊本大学　他） 伊関 H09 （1997）

小浜遺跡 小浜遺跡発掘調査団 （鹿児島大学　他） 伊関 H16 （2004）

小浜遺跡 小浜遺跡発掘調査団（鹿児島女子短期大学　他） 伊関 R01 （2019）

小浜貝塚 鹿児島大学国際島嶼教育研究センター 国上 R04 （2022） ～ R05 （2023）

『西之表百年史』

『西之表市史』

　【専門部会】
　　（1）自然部会
　　（2）先史部会
　　（3）古代部会
　　（4）中世部会
　　（5）近世部会
　　（6）近現代部会
　　（7）民俗部会
　　（8）校区史部会
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２．把握調査の状況まとめ

〇：ほぼ把握　△：部分的に把握　×：調査未実施　－：該当なし

地区 

 類型

種子島
（西之表市）

馬毛島
把握調査の状況

 有形文化財

 建造物 △ 〇

［種子島］調査は市街地中心であり、市内全
体の把握は、十分にできていない。
[ 馬毛島 ] トビウオ小屋やトーチカなど、調
査の上、把握済み。

美
術
工
芸
品

 絵画 △ －

［種子島］種子島開発総合センター鉄砲館お
よび西之表市埋蔵文化財調査室の収蔵品は、
台帳整理を行い把握している。
個人所有資料は、令和元（2019）～ 5（2023）
年にかけて、西之表市史編さん事業に伴い、
幅広く把握調査を行ったが、十分な把握はで
きていない。

［馬毛島］該当があるものについては、ほぼ
把握済み。

 彫刻 △ －

 工芸品 △ －

 書跡・典籍 △ －

 古文書 △ －

 考古資料 〇 〇

 歴史資料 △ 〇

 無形文化財 － － 該当なし。

 民俗文化財
 有形の民俗文化財 △ 〇

[ 種子島 ] 個人所有資料は、令和元（2019）
～ 5（2023）年にかけて、西之表市史編さ
ん事業に伴い、幅広く把握調査を行ったが、
十分な把握はできていない。

［馬毛島］ほぼ把握済み。

 無形の民俗文化財 〇 － [ 種子島 ] ほぼ把握済み。

 記念物

 遺跡 〇 〇
[ 種子島 ] ほぼ把握済み。
[ 馬毛島 ] 令和 4（2022）年、埋蔵文化財分
布調査を島全域で行い把握済み。

 名勝地 △ 〇

[ 種子島 ] 名勝の調査は未実施だが、観光に
おける景勝地として知られ、名勝になりうる
地点は把握済み。
[ 馬毛島 ] ほぼ把握済み。

 動物・植物・地質鉱物 〇 △
［種子島］ほぼ把握済み。
［馬毛島］自衛隊基地建設中により調査不可。
調査が不十分で、把握できていない。

 文化的景観 × － [ 種子島 ] 文化的景観を対象とした調査は未
実施。

 伝統的建造物群 － － 該当なし。

 文化財の保存技術 × － [ 種子島 ] 文化財の保存技術を対象とした調
査は未実施。

 【市独自】おはなし文化財 〇 －
[ 種子島 ] 民俗学者の故下野敏見氏が昭和 30
～ 40 年代に聞き取り調査を実施し、ほぼ把
握。

令和６（2024）年 4 月 1 日現在
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　西之表市の目指す将来像は、（第 6 次）長期振興計画において、下記のとお

り定められています。

　また、基本目標として、①くらし ②しごと ③ひと ④ぎょうせいの４分野に

おいて、地域のチカラを活かしたまちづくりが掲げられています。（※参照５頁）

西之表市（第 6次）長期振興計画

西之表市の目指す将来像

「　人・自然・文化－島の宝が育つまち　」

１．目標

　西之表市の目指す将来像の実現に向け、西之表市域地計画では、次のとおり

「文化財の保存と活用に関する目標」を定めます。

文化財の保存と活用に関する目標

よ
（ 一 緒 に ）

ろーて守り　よ
（ 一 緒 に ）

ろーて活かす

島
（ 文 化 財 ）

の宝が輝く 西之表市

　西之表市の長い歴史文化を物語る数多くの文化財は、人々が守り続けてきた

「島の宝」であり、様々な輝きを見せています。

　しかし、過疎化や少子高齢化などを背景とした「文化財継承の担い手不足」

が大きな課題となっており、このままでは多くの文化財を失う心配があります。

所有者の努力だけでは文化財の継承が困難となりつつあることから、地域社会

総がかりでの文化財保護（保存と活用）に取り組む必要があります。

　これらを踏まえ「よ
（ 一 緒 に ）

ろーて守り　よ
（ 一 緒 に ）

ろーて活かす　島
（ 文 化 財 ）

の宝が輝く西之表市」を西

之表市地域計画の目標に定めます。

第５章　文化財の保存・活用に関する 目標
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２．方向性

　目標「よろーて守り よろーて活かす 島の宝が輝く 西之表市」の実現に向け、

まずは、文化財を様々な面から知る「理解」の取組を広げることが大切です。

その取組が、文化財を守る「保存」と活かす「活用」の取組の礎になるとともに、

相乗効果で、その輪が広がることが理想であり、次のとおり方向性を定めます。

方向性

理
（ 知 る ）

解から広げる　保
（ 守 る ）

存と活
（活かす）

用の輪

理
解

 ・ 文化財そのものの魅力や価値、面白さを知る。
 ・ 文化財保護（保存と活用）の取組と、その成果や課題を知る。
 ・ 自分にできる「理解・保存・活用」の取組を知る。

保
存

 ・ 有形の文化財を、未来へ残すために守る。
 ・ 伝統や技術など無形の文化財が、途絶えないように守る。
 ・ 文化財を継承する人たちを守る。

活
用

 ・ 文化財を、観光や地域振興などに活かす。
 ・ 新しい技術や先進的な取組を活かす。
 ・ 市民や地域、専門機関、団体等の取組を活かす。
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　本章では、これまでの文化財保護行政における【成果】や【課題】を整理し、

第５章で定めた方向性に基づく、より具体的な【方針】を定めます。

1．成果　－振り返り－

　本市では、文化財保護法や西之表市文化財保護条例に基づき、文化財保護行

政を推進しています。これまでの主な取組成果や関連事項等は次のとおりです。

年　月 取組成果・関連項目等

昭和 25 年 5 月 文化財保護法の制定

昭和 28 年 3 月 鹿児島県文化財保護条例の制定

昭和 30 年 1 月 初めてとなる県指定文化財「種子島銃」

昭和 33 年 3 月 市制施行により「西之表市」誕生

昭和 34 年 3 月 西之表市文化財保護条例の制定

昭和 34 年 4 月 西之表市文化財保護審議会条例の制定（審議会の設置）

昭和 34 年 4 月 初めてとなる遺跡発掘調査（本城遺跡）

昭和 34 年 8 月 初めてとなる市指定文化財「赤尾木城跡」など７件

昭和 38 年 10 月 第１回鉄砲祭（鉄砲伝来 420 周年記念）市と東町が共催

昭和 42 年 11 月 初めてとなる民芸祭（７つの踊り披露）市教委と市青年団が共催

昭和 43 年 4 月 博物館設置推進委員会の発足

昭和 45 年 4 月 種子島博物館の開館（民俗資料など約 8,000 点を収集、入館無料）

昭和 46 年 2 月 火縄銃、初めての試射会（日本ライフル協会）

昭和 48 年 10 月 種子島博物館に「鉄砲・火薬展示室」を設置

昭和 49 年 6 月 種子島博物館の有料化

昭和 49 年 12 月 初めてとなる国選択無形民俗文化財「種子島大踊」

昭和 52 年 9 月 市文化財保護審議会による馬毛島調査

昭和 57 年 2 月
鉄砲の里 滋賀県長浜市国友村より来市、
若狭公園で国友銃・種子島銃初の合同試射

昭和 58 年 5 月 種子島開発総合センター併設種子島博物館の開館。

昭和 58 年 7 月
種子島開発総合センター落成記念シンポジウム

「種子島をめぐる技術と文化」

昭和 59 年 7 月 種子島時堯公銅像の設置

昭和 59 年 12 月 若狭歌碑の建立（雲之城墓地）

昭和 60 年 2 月 たねがしま鉄砲シンポジウム開催

昭和 61 年 10 月 西之表市無形民俗文化財保存連絡協議会の発足

昭和 63 年 8 月 住吉形之山（象化石）発掘調査

昭和 63 年 11 月 郷土芸能大会（市制施行 30 周年記念）

第６章　文化財の保存・活用に関する 課題・方針
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年　月 取組成果・関連項目等

平成 5 年 7 月 鉄砲伝来 450 周年記念キャラクター「火縄銃兵衛」誕生

平成 5 年 9 月 八板金兵衛清定銅像の設置（ライオンズクラブが市に寄贈）

平成 5 年 10 月 鉄砲伝来 450 周年記念式典

平成 5 年 10 月 ヴィラ・ド・ビスポ市（ポルトガル）と姉妹都市盟約を締結

平成 6 年 10 月 種子島開発総合センター入館者 50 万人達成

平成 10 年 10 月 郷土芸能大会（市制施行 40 周年記念）

平成 12 年 3 月 『西之表市の民俗芸能（2000 年版）』発行

平成 14 年 3 月 『西之表市文化財要覧』発行

平成 15 年 7 月 鉄砲館の入館者数 100 万人達成

平成 20 年 7 月 種子島家住宅の購入

平成 20 年 8・11 月 全国火縄銃大会・郷土芸能フェスティバル（市制施行 50 周年記念）

平成 22 年 4 月
市指定文化財「種子島家住宅」を赤尾木城文化伝承館「月窓亭」と
して一般公開

平成 22 年 4 月 鉄砲館の展示物を紹介する「鉄砲館コンシェルジュ」の配置

平成 24 年 3 月 「西之表の種子鋏製作技術」が国選択無形民俗文化財に選定

平成 25 年 6 月 鉄砲館に収蔵システムを導入

平成 27 年 10 ～ 11 月
第 30 回国民文化祭かごしま「華道の祭典 in 種子島」、「黒潮文化交
流の祭典」（市主催事業）

平成 28 年 7 月 旧上妻家住宅の購入

平成 29 年 3 月 『西之表市の民俗芸能（2017 年版）』発行

平成 29 年 5 月 「旧上妻家住宅主屋・門」が熊毛地区初の国登録有形文化財に登録

平成 30 年 11 月 郷土芸能フェスティバル・いけばな展（市制施行 60 周年記念）

平成 30 年 3 月 「横山盆踊」が国選択無形民俗文化財に選定※「種子島の盆踊り」として選択

令和元年度～ 西之表の文化財絵画コンクールを開始

令和元年８月 鉄砲館の入館者数 150 万人達成

令和元年 10 月 鉄砲館に多言語化に対応した「ポケット学芸員」アプリを導入

令和４年 11 月 「国上湊川のマングローブ林」が国の天然記念物に指定
※「種子島阿嶽川のマングローブ林」への追加指定

令和５年度～ 文化財看板の多言語化を開始（QR コード活用）対象看板　267 基

令和５年 10 月～
令和６年３月

種子島家住宅の耐震対策に係る調査
旧上妻家住宅主屋の修復、耐震対策に係る痕跡調査
種子島家墓地（御拝塔墓地）現地調査
上妻家史料目録作成に係る調査

令和 5 年 11 月 全国火縄銃大会（鉄砲伝来 480 周年記念）

令和 6 年 3 月 「薩南諸島の黒糖製造技術」が国登録無形民俗文化財に登録
※沖ヶ浜田の黒糖づくりなど

【その他、現状の取組成果】
●鉄砲館コンシェルジュの情報発信は、Facebook や Instagram で、ほぼ毎日行われている。
●市広報紙「市政の窓」の連載『ぶんぶん文化財』は、文化財の内容を分かりやすく伝えている。
●鉄砲館コンシェルジュの案内で、施設見学が充実した。
●鉄砲館と月窓亭は開館日数が多く利用しやすい。
●文化財看板が市内に 200 基以上設定されており充実している。
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２．課題と方針

　目標実現のためには、［現状］から［課題］を把握し、その課題解決に向けた［方針］

を明確にする必要があります。

　なお、方向性で示す 3 つの輪については、【理解】の項目を「情報発信」と「学習環境」、

【保存】の項目を「調査・研究」と「保存体制」、【活用】の項目を「活用体制」と「組織・

連携」という６つの切り口で整理します。

　【理解】

情報発信

［現状］
　文化財に関する情報発信は、市の広報紙やホームページ、SNS、防災無線、チラシなど、

様々な発信手段を活用し継続的に行っています。しかし、どの程度市民に認知されて

いるのか、把握するのが難しいのが現状です。文化財保護行政に関する意見やニーズ

を把握し、的確な情報発信を行うことが重要です。

　市内に 200 基以上設置している文化財看板は、経年劣化に伴う更新に加え、QR コー

ドを読み取ることで英語や韓国語などの音声ガイドが流れる多言語化の機能追加も

行っていますが、まだ全ての看板には対応できていません。

　発信内容については、未指定文化財についての情報が少なく、今後の課題となって

います。文化財に関心をもつきっかけ作りとして、最新調査の結果など発信内容の充

実が求められています。令和 6（2024）年 3 月に刊行した『西之表市史』は、現時

点での最新情報であり、効果的に活用していくことが重要です。➡

課 

題

●文化財のどのような情報が必要とされているのか把握できていない（ア）

●市民等が興味関心を抱く情報発信の工夫が足りない（ア・イ・ウ）

●文化財の保護に関する方法・事例について周知が足りない（イ・ウ）

●文化財看板や鉄砲館展示の多言語化が十分ではない（イ・ウ）

●文化財看板が劣化しているが全てを更新できていない（イ・ウ）

●未指定文化財に関する情報発信が十分ではない（イ・ウ）

●調査・研究の成果（最新情報）が効果的に発信されていない（イ・ウ）➡

方 

針

１- 興味関心を広げる「情報発信」
　文化財に対するニーズを把握し、調査・研究で得られた最新情報など

も取り入れ、市の広報紙や SNS などを通じて効果的に情報が届けられ

るよう工夫します。文化財看板や鉄砲館展示内容の多言語化などの整備

に取り組みます。

（ア） アンケート等を通じて、求められている情報の把握に努めます。

（イ）文化財に興味関心をもつ人が増える情報発信に取り組みます。　　　

（ウ）より多くの人に文化財情報が届く発信手法の充実に努めます。
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　【理解】

学習環境

［現状］
　近年では、市企画課（歴史文化活用係）による市史編さん事業に伴う講演会が連続

して開催されましたが、その他歴史文化に関する講演会などは多くありません。講座

等についても、キッズコンシェルジュ養成講座など子供向けの講座に比べて、大人向

けの講座は少なく、現地説明会程度に留まっています。大人を対象とした、連続性や

向上性のある学びの場の提供が求められています。

　また、文化財の情報を知りたい人が、自由に情報を得ることができる環境が少ない

のが課題です。指定等文化財だけでなく、鉄砲館の収蔵品を含めた未指定文化財の幅

広い公開も求められていますが、情報を公開する前には、情報の精査が必要になります。

　多くの文化財を展示する鉄砲館では、コンシェルジュによる案内が、滞在時間に限

りのある団体観光客から、効率的に理解を深める取組として好評を得ています。今後は、

地元について学ぶ場として学校等と連携し、子どもの頃から地元の歴史や文化財に関

心をもってもらうような取組の充実が必要です。➡
課 
題

●講演会や講座等の開催が少なく、不定期である（エ）

●文化財に対する関心を高められていない（エ・オ・カ・キ）

●地域住民の鉄砲館利用が少ない（エ・オ・カ・キ）

●学校等との連携が少ない（カ）

●自由に得ることができる文化財の情報が少ない（オ）

●鉄砲館の収蔵品を、自由に検索できる取組が不十分である（オ・キ）➡

方 

針

２- 取り組みやすい「学習環境」
　さまざまな年代の「学びたい！」に応える学びの場を作ると同時に、

インターネットでの検索や書籍などで、知りたい情報が容易に得られる

環境を整備します。学校教育との連携や無料入館を通じて子どもたちに

鉄砲館に親しんでもらい、保護者世代への波及効果を狙います。鉄砲館

の展示内容の見直しを行い、何度来ても学びがある展示を目指します。

（エ）講演会や講座など、魅力的で定期的な学びの場を提供します。

（オ）文化財に関する情報を、自由に得られる環境を整備します。

（カ）学校と連携し、児童生徒の歴史や文化財への関心を高めます。

（キ）鉄砲館の展示物や収蔵品の効果的な利用を推進します。
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　【保存】

調査・研究

［現状］
　本市における資料収集は、博物館建設に向けた取組として、昭和 43（1968）年頃

から本格的に始まりました。昭和 45（1970）年の「種子島博物館」の開館、後継と

なる昭和 58（1983）年の「種子島開発総合センター鉄砲館」の開設以降も、資料収

集は継続しており、鉄砲館収蔵システムの登録件数だけでも 13,000 件を超えていま

す。しかしながら、個人所有資料については十分な把握（掘り起こし）が出来ておらず、

所有者や後継者による廃棄等が心配されます。

　文化財類型ごとの把握調査では、民俗文化財や記念物は比較的進んでいますが、有

形文化財である建造物や美術工芸品については十分とは言えない状況です。特に、火

縄銃に関する調査・研究は、鉄砲伝来の地という優位性がありながらも、十分ではなく、

積極的な調査・研究が求められています。

　調査・研究の優先順位としては、開発行為に伴う緊急発掘調査が優先される傾向に

あるため、計画性をもちながらも柔軟な対応も必要です。本市の文化財を対象とする

専門家主導の調査も多く、人材育成にも有益ですが、常に対応（同行）できるだけの

人員が不足しています。 ➡
課 
題

●個人所有資料の把握（掘り起こし）ができていない（ク）

●鉄砲館収蔵品の一部において、詳細調査が十分でない（ク・ケ）

●文化財類型ごとの把握が、網羅的にできていない（ク）

●鉄砲伝来の地でありながら、火縄銃に関する調査・研究が不十分である（ク・ケ）

●学芸員など市の専門職員が少ない（コ）

●専門家調査に、十分に対応できるだけの人員がいない（コ）➡

方 

針

３- 次世代へ引き継ぐための「調査・研究」
　市内のどこに何があるのかを把握し、資料の価値づけを行い、貴重な資

料の廃棄を防ぎます。さらに火縄銃関係資料をはじめ、把握済みの文化

財を専門家と調査することで最新情報を得て、再評価を行います。専門

家の調査に対応できる職員の確保と同時に、専門家の調査を通じて職員

の資質向上を図ります。

（ク）貴重な資料が失われる前に把握し、必要な調査を柔軟に行います。　　

（ケ）専門家等の調査・研究と連携し、文化財の価値・魅力を更新します。

（コ）会計年度任用職員を含めた職員確保と資質向上に努めます。
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　【保存】

保存体制

［現状］
　少子高齢化や過疎化に伴う人口減少により、文化財の継承者（担い手）が不足して

おり、散
さん

逸
いつ

や滅
めっしつ

失、管理不足などが心配されています。地域や保存会で継承されてき

た郷土芸能についても、近年、踊り手不足で披露を休止したものもあります。また、

披露を続けている郷土芸能についても、人員不足や経費負担などの理由から、踊りの

規模を縮小せざるを得ない状況となっています。

　個人所有資料については、代替わりのタイミングで、鉄砲館に寄贈や寄託されるケー

スが増えています。新たな文化財の把握につながる一方で、収蔵スペースの不足が生

じています。

　保存方法についても、防火・防犯だけでなく、地震や津波、台風、豪雨といった自

然災害を含めた防災・防犯対策が、年々重要さを増しています。

　市民等への啓発活動については、指定等制度による取組を中心にして、これまで保

護意識を高めてきました。今後も積極的に指定を行い、大切にすべき地元の宝に気づ

いてもらう必要があります。

　未来へ向け、確実に文化財を保護・継承していくためには、過去の保護・継承の取

組が把握できる仕組みが必要ですが、記録整理が不十分な状況にあります。➡
課 

題

●文化財の継承者が不足し、維持・管理が困難になっている（サ）

●保存会の会員が減少し、組織が弱体化している（サ）

●郷土芸能の披露公開が、経費面で負担となっている（サ）

●国・県・民間の補助金、助成金が活用できていない（サ）

●過去の保護・継承の取組に対する記録整理が不十分である（サ）

●文化財の防災・防犯対策が十分ではない（シ）

●文化財に対する所有者等の保護意識が低下している（サ・ス）

●寄贈・寄
き た く

託件数の増加に伴い、鉄砲館の収蔵スペースが不足している（セ）➡

方 

針

４- 適切に守り残す「保存体制」
　継承が難しい文化財については記録保存を行い、後世に伝えます。指

定制度を推進し、補助金や環境整備の支援を行うことで、文化財の継承

者支援を行います。寄託・寄贈された資料を適切に保管する環境を整え

るとともに、文化財の防災・防犯対策に取組みます。

（サ）記録保存や継承者支援等、適切な維持・継承に取り組みます。

（シ）防災・防犯に関する情報共有と保存体制の充実に取り組みます。

（ス）指定等制度に基づく適切な評価を行います。

（セ）  寄贈・寄託資料の収蔵スペース確保に努めます。
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　【活用】

活用体制

［現状］
　文化財の保存・活用の拠点となる市の文化財関連施設（鉄砲館、埋蔵文化財調査室

など）は、建物や展示施設の老朽化が進み、改修等の手立てが必要です。また鉄砲館

では、約 1,500 点の資料を館内展示していますが、収蔵資料の約９割は収蔵庫に保管

されたままとなっています。　

　一方で、国登録有形文化財（建造物）である八板家住宅主屋や遠藤家住宅主屋は、

民間主導によるリノベーションで、カフェや宿泊施設として活用されています。これ

らは、市保有の旧上妻家住宅の今後の活用において、参考にすべき先進的な事例となっ

ています。

　その他、屋外の文化財については、観光等での活用が図られていますが、市内全域

に広く点在する文化財は、移動時間を要するだけにルート選定などの工夫が必要です。

多くの文化財は、観光など見せることを意識した整備になっていないため、地域住民

の理解や環境整備も今後取り組むべき課題となっています。➡
課 
題

●市の文化財関連施設が老朽化している（チ）

●鉄砲館の収蔵資料全体を有効活用できていない（ソ・チ）

●文化財の活用方法に関するアイデアが乏しい（ソ・タ）

●文化財が市内全域に点在しており、観光ルートへの活用が難しい（タ）

●観光など、見せることを意識した文化財の整備になっていない（ソ・タ）

●文化財を活用したイベントが少ない（タ）➡

方 

針

５- アイデアあふれる「活用体制」
　鉄砲館をはじめとする市の文化財関連施設を、新しい展示技術や先進

的な活用事例も取り入れながら活用拠点として整備します。絵画コン

クールやユニークべニューなど、文化財を活用したイベントを行い、文

化財に対する理解を推進します。おすすめ周遊ルートの作成など、観光

への文化財活用も推進します。

（ソ）文化財の活用方法を工夫し、理解を深める取組を行います。

（タ）観光やイベントなど、民間アイデアも取り入れながら、

　　  見せることを意識した文化財の整備と幅広い活用を行います。

（チ）市の文化財関連施設の整備・充実を図ります。
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　【活用】

組織・連携

［現状］
　文化財の保存・活用を推進するには、まず西之表市地域計画を活用し、庁内組織で

文化財保護行政の目指す目標と方向性を共有することが重要です。また、西之表市の

歴史文化は、種子島の歴史文化でもあり、島内２町（中種子町・南種子町）との関係

性が大事になりますが、調査・研究やイベント開催など、合同での取組は多くないの

が現状です。さらに国や県とも連携を図り、さまざまな視点や情報を共有することで、

西之表市の文化財のもつ魅力を最大限活用する方法を模索していく必要があります。

　歴史文化や観光に関わる団体と行政の連携については、歴史研究会や観光ガイドな

ど一定の取組が通年で行われていますが、新たなアイデアによる発展的な取組は多く

ありません。現在活動中の各ボランティア団体と連携し、相乗効果を生み出せるよう

な取組のアイデアが必要です。

　地域で続けられてきた伝承活動は、人口減少や過疎化に伴い、人的負担や経費負担

が増加し、危機的な状況となっています。一時的な支援策ではなく、地域住民の意欲

を高める、持続可能な支援策を生み出す必要があります。

　一方で、若い世代や移住者による街づくりの新しい取組や地域コミュニティの再生

を目指す動きもあります。今後は歴史や文化だけに捉われず、広い視野と発想力をもち、

さまざまな分野と連携した文化財を活用するアイデアが求められます。➡
課 

題

●庁内組織の連携が十分でない（ツ）

●中種子町や南種子町との広域的な取組が出来ていない（ツ）

●県や他自治体との連携が十分でない（ツ）

●関連団体との連携が十分でない（テ）

●地域住民の取組に対する支援策が十分ではない（テ）

●連携に関するアイデアが乏しい（テ）➡

方 

針

６- 互いを支え合う「組織・連携」
　西之表市地域計画を活用し、庁内組織、国・県・他自治体などの行政

機関との連携を図ることで、文化財活用を力強く推進します。文化財保

存、歴史、観光に関わる個人や団体と協力し、文化財の保存・活用のよ

り発展的な取組を目指します。他分野の企業や関連団体とも積極的に連

携し、新しい視点・取組のアイデアを取り入れます。

（ツ）庁内組織、県、他自治体との連携強化に努めます。

（テ）個人や企業、関連団体との連携を強化し、新しい視点のアイデアを

　　  取り入れます。
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第７章　文化財の保存・活用に関する 取組

１．取組一覧表

　前章で定めた方針に基づき、計画期間内で想定される取組を、次のとおり定
めます。この他、記載のない細かな案件や突発的に発生する案件についても、
この方針に基づき、適切に取り組みます。
　なお、財源については、国費（文化財補助金・デジタル田園都市国家構想交
付金）・県費・市費、その他民間資金等を活用しながら進めていきます。

方
針

１- 興味関心を広げる「情報発信」
（ア） アンケート等を通じて、求められている情報の把握に努めます。
（イ）文化財に興味関心をもつ人が増える情報発信に取り組みます。
（ウ）より多くの人に文化財情報が届く発信手法の充実に努めます。

番号 取　組　名 方針との対応 頁

取 

組

1-1 アンケート等による意見集約 （ア）

92
1-2 市広報紙「ぶんぶん文化財」の連載 （イ）（ウ）
1-3 鉄砲館コンシェルジュによる案内 （イ）（ウ）
1-4 ポケット学芸員（アプリ）の運用 （イ）（ウ）
1-5 SNS 等による情報発信 （イ）（ウ）
1-6 メディアへの情報発信 （イ）（ウ）

93
1-7 『西之表市史』の活用 （イ）（ウ）
1-8 調査・研究成果（最新情報）の発信 （イ）（ウ）
1-9 文化財看板の設置・更新 （イ）（ウ）
1-10 文化財説明の多言語化 （イ）（ウ）

方
針

２- 取り組みやすい「学習環境」
（エ）講演会や講座など、魅力的で定期的な学びの場を提供します。
（オ）文化財に関する情報を、自由に得られる環境を整備します。
（カ）学校と連携し、児童生徒の歴史や文化財への関心を高めます。
（キ）鉄砲館の展示物や収蔵品の効果的な利用を推進します。

取 

組

2-1 「鉄砲館」の展示見直し （キ）

94
2-2 「鉄砲館」無料入館の実施 （エ）（オ）（キ）
2-3 学校利用等の支援 （カ）（キ）
2-4 ICT 教育への対応 （オ）（カ）
2-5 キッズコンシェルジュ養成講座の実施 （エ）（カ）（キ）
2-6 講演会・出前講座等の実施 （エ）

95
2-7 高３パスポートの贈呈 （オ）（カ）（キ）
2-8 「鉄砲館」収蔵データ等の公開 （オ）（キ）
2-9 書籍・ハンドブックの発行 （オ）

方
針

３- 次世代へ引き継ぐための「調査・研究」
（ク）貴重な資料が失われる前に把握し、必要な調査を柔軟に行います。
（ケ）専門家等の調査・研究と連携し、文化財の価値・魅力を更新します。
（コ）会計任用職員を含めた職員確保と資質向上に努めます。

取 

組

3-1 把握されていない文化財の把握調査 （ク）

96
3-2 未指定文化財の詳細調査 （ク）（ケ）
3-3 指定等文化財の補足調査 （ク）（ケ）
3-4 各分野の専門家調査への協力 （ケ）（コ）
3-5 市内遺跡発掘調査 （ク）
3-6 鉄砲伝来に関する調査研究の拡大 （ク）（ケ）

97
3-7 市専門職員の育成 （コ）

【　

理　

解　

】

【
保　
存　
】
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方
針

４- 適切に守り残す「保存体制」
（サ）記録保存や継承者支援等、適切な維持・継承に取り組みます。
（シ）防災・防犯に関する情報共有と保存体制の充実に取り組みます。
（ス）指定等制度に基づく適切な評価を行います。
（セ）  寄贈・寄託資料の収蔵スペース確保に努めます。

番号 取　組　名 方針との対応 頁

取 

組

4-1 指定等制度の推進 （ス）

98

4-2 文化財保護カルテ（取組記録）の作成 （サ）
4-3 収蔵庫の増設・整備 （セ）
4-4 文化財の環境整備 （サ）
4-5 指定等文化財所有者との情報交換 （サ）（シ）
4-6 寄贈・寄託制度の推進 （サ）（セ）
4-7 修復・復元・修理の充実 （サ）

99

4-8 郷土芸能に関する記録保存 （サ）
4-9 市補助金の充実 （サ）
4-10 民間助成金等の申請支援 （サ）
4-11 文化財の防災・防犯対策 （シ）
4-12 個別の文化財保存活用計画の作成 （サ）（シ）

方
針

５- アイデアあふれる「活用体制」
（ソ）文化財の活用方法を工夫し、理解を深める取組を行います。
（タ）観光やイベントなど、民間アイデアも取り入れながら、
　　  見せることを意識した文化財の整備と幅広い活用を行います。

（チ）市の文化財関連施設の整備・充実を図ります。

取 

組

5-1 「鉄砲館」の整備・充実 （チ）

100

5-2 市埋蔵文化財調査室の整備・充実 （チ）
5-3 種子島家住宅の整備・公開 （ソ）（タ）（チ）
5-4 旧上妻家住宅（主屋・門）の整備・公開 （ソ）（タ）（チ）
5-5 西之表の文化財絵画コンクールの実施 （タ）
5-6 西之表の文化財写真コンテストの実施 （タ）
5-7 フォトグラメトリ（３D）の製作・活用 （ソ）

101

5-8 おすすめ周遊コースの設定 （タ）
5-9 歴史文化イベントの企画・実施 （ソ）（タ）
5-10 市郷土芸能フェスティバルの開催 （タ）
5-11 ユニークべニューの企画・実施 （ソ）（タ）
5-12 クラウドファンディング等による財源確保 （タ）

方
針

６- 互いを支え合う「組織・連携」
（ツ）庁内組織、国、県、他自治体などとの連携強化に努めます。
（テ）個人や企業、関連団体との連携を強化し、新しい視点のアイデアを取り入れます。

取  

組

6-1 市文化財保存活用計画協議会の開催 （ツ）

102

6-2 市文化財保護審議会の開催 （ツ）
6-3 郷土資料室（市立図書館）との連携 （ツ）
6-4 国・県・他自治体との連携 （ツ）
6-5 日本遺産との連携 （ツ）
6-6 市無形民俗文化財保存連絡協議会の開催 （テ）
6-7 種子島の語り部「ぢろの会」との連携 （テ）

103
6-8 観光ボランティアガイドサークル「あこう」との連携 （テ）
6-9 種子島を語ろう会との連携 （テ）
6-10 個人・企業・関連団体との連携 （テ）
6-11 文化財保護ボランティアの設置・運営 （テ）

【
保 

存 

】

【
活 

用 

】
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【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

1-1 （ア）

アンケート等による意見集約

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ○ ◆ ◆ －

　文化財保護行政に関する意見を、様々な機会・手法で聴取・
集約し、現状を客観的に把握する。その結果から足りない
部分・期待されている部分を把握し、的確な情報発信に活
かす。

1-2
（イ）
（ウ）

市広報紙「ぶんぶん文化財」の連載

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　市広報紙を活用した連載「ぶんぶん文化財」により、継
続的な文化財の広報に取り組む。記事の内容については、
学校教育の場での活用を想定し、分かりやすい表現に努め
る。未指定文化財も積極的に取り上げる。

［連携］ 市総務課 （秘書広報係）

1-3
（イ）
（ウ）

鉄砲館コンシェルジュによる案内

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　種子島開発総合センター鉄砲館にコンシェルジュを配置
し、旅行客の案内や島内の学校の社会科見学等の対応、問
い合わせ対応を行う。研修等によるスキルアップを図り、
取組の強化・拡大を図る。

1-4
（イ）
（ウ）

ポケット学芸員（アプリ）の運用

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　ポケット学芸員（アプリ）の活用により、種子島開発総
合センター鉄砲館の展示物紹介を、日本語・英語・中国語（繁
体・簡体）の文字と音声で行う。

1-5
（イ）
（ウ）

SNS 等による情報発信

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　Facebook や Instagram など、鉄砲館コンシェルジュに
よる SNS を活用した情報発信を定期的に行い、文化財等に
対する興味関心を高める。掲載内容についてはスキルアッ
プを図り、分かりやすい表現に努める。

［連携］ 市総務課 （秘書広報係）

２．取組内容【理解】

方  

針

１- 興味関心を広げる「情報発信」
（ア） アンケート等を通じて、求められている情報の把握に努めます。

（イ）文化財に興味関心をもつ人が増える情報発信に取り組みます。

（ウ）より多くの人に文化財情報が届く発信手法の充実に努めます。
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1-6
（イ）
（ウ）

メディアへの情報発信

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ 〇 － － ◆ －

　各報道機関への情報提供や各種取材・番組制作の協力を
積極的に行い、西之表市の文化財を話題として取り上げて
もらう。

［連携］ 市総務課 ( 秘書広報係） ／報道機関

1-7
（イ）
（ウ）

『西之表市史』の活用

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　令和 6（2024）年 3 月に刊行された『西之表市史』を
種子島開発総合センター鉄砲館の展示内容などに活用する。
今後、学生にも分かりやすい『市史ダイジェスト版』作成
も行われるので、併せて教育現場での活用を働きかける。

［連携］ 市企画課 （歴史文化活用係）

1-8
（イ）
（ウ）

調査・研究成果（最新情報）の発信

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　調査・研究成果の発表を積極的に行い、文化財への関心
を高める。発掘調査の現地説明会や鉄砲館での特別展示品
解説など、住民等の興味関心が高まる成果発表に取り組む。

1-9
（イ）
（ウ）

文化財看板の設置・更新

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ 〇 － 〇 － ◆ －

　指定等文化財の大型看板、地名や伝説などを含む歴史文
化を紹介する小型看板（ふるさと歴史散歩看板）などの設置、
更新に取り組む。既存の木製看板についてはアルミ複合板
製看板への更新を行う。設置箇所について、看板マップを
市ホームページに掲載し情報提供を行う。

1-10
（イ）
（ウ）

文化財説明の多言語化

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ 〇 － － ◆ ◆ －

　より多くの文化財について、多言語での説明に取り組む。
種子島開発総合センター鉄砲館については、ポケット学芸
員（アプリ）の活用のほか、外国語パンフレットの作成を
行う。市内の文化財看板については、QR コードを活用した
多言語化に取り組む。

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等
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2-1 （キ）

「鉄砲館」の展示見直し

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ 〇 － － ◆ ◆ －

　博物館類似施設である種子島開発総合センター鉄砲館に
おいて、効果的な文化財展示に取り組む。老朽化・旧式化
している展示ケースについて更新を図る。より分かりやす
い展示となるよう展示手法の工夫に取り組む。常設展にお
いても、定期的に展示品、配置、説明表記等を見直す。

2-2
（エ）
（オ）
（キ）

「鉄砲館」無料入館の実施

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　こどもの日や鉄砲まつりに合わせた無料入館を行い、地
域住民等の入館率を高め、歴史文化に対する認識を深める
機会とする。

2-3
（カ）
（キ）

学校利用等の支援

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － 〇 － － ◆ －

　児童生徒の鉄砲館利用について、鉄砲館コンシェルジュ
による学習支援や入館料の減免を行い、学習の場として利
用促進を図る。また、文化財巡りや縄文体験（火おこし、
弓矢、まが玉づくり）など、様々な体験学習メニューの充
実に取り組む。

［連携］ 市教委　学校教育課／小学校 ・中学校

2-4
（オ）
（カ）

ICT 教育への対応

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － 〇 － － ◆ －

　学校教育の場において ICT 教育が展開されており、パソ
コンやダブレット、インターネットを使った学習への対応
が必要である。県文化財課の取組事例「鹿児島県文化財事
典（サイト）」などを参考に、西之表市の文化財についても
市ホームページ掲載内容の充実を図る。

［連携］ 市教委　学校教育課／小学校 ・中学校

2-5
（エ）
（カ）
（キ）

キッズコンシェルジュ養成講座の実施

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ 〇 〇 － － ◆ －

　夏休み期間、市内小学生向けの講座として、キッズコン
シェルジュ養成講座に取り組む。元々は長期講座であった
が、コロナ禍を経て２日間の短期講座として実施している。
講座日数や取組内容については、今後も様々なパターンを
検討実施する。

［連携］ 市教委　学校教育課／小学校 ・中学校

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

２．取組内容【理解】

方  

針

２- 取り組みやすい「学習環境」
（エ）講演会や講座など、魅力的で定期的な学びの場を提供します。

（オ）文化財に関する情報を、自由に得られる環境を整備します。

（カ）学校と連携し、児童生徒の歴史や文化財への関心を高めます。

（キ）鉄砲館の展示物や収蔵品の効果的な利用を推進します。
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2-6 （エ）

講演会・出前講座等の実施

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　専門家等による講演会を開催し、住民等の歴史文化に対
する興味関心を高める。また、学校や集落等の依頼に応じて、
市職員が出前講座や講話を行う。

［連携］ 市地域支援課 （協働推進係）

2-7
（オ）
（カ）
（キ）

高３パスポートの贈呈

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ○ － － ◆ －

　高校卒業後、多くの生徒が種子島を離れる状況にある。
地元高校生の入館率が極端に低いことから、種子島高校３
年生限定の鉄砲館年間パスポート、通称「高３パスポート」
を贈呈し、西之表の歴史文化を再認識する機会を提供する。

［連携］ 種子島高校

2-8
（オ）
（キ）

「鉄砲館」収蔵データ等の公開

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　鉄砲館における収蔵品については、13,000 点を超える収
蔵データの登録が完了している。収蔵品の有効活用を図る
ため、収蔵データの精査を行った後に公開し、学習機会の
充実を図る。

2-9 （オ）

書籍・ハンドブックの発行

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　教育委員会発行の書籍やハンドブックについては、情報
の更新（改訂）を適切に行い、販売するにふさわしい内容
であることを常に確認しておく必要がある。また、新刊発
行についても積極的に取り組む。

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等
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【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

3-1 （ク）

把握されていない文化財の把握調査

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ○ ◆ ◆ －

　把握されていない建造物や石碑などの文化財については、
所有者や専門家等と連携し、悉

し っ か い

皆調査を計画的に実施する。
また、把握されていない個人所有の美術工芸品や民俗文化
財などの資料については、各家庭等において文化財的価値
が認知されないまま処分される事態を減らすためにも、住
民等に広く情報提供を求める。寄せられた情報に対しては、
すみやかに把握調査を行う。

3-2
（ク）
（ケ）

未指定文化財の詳細調査

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ○ ◆ ◆ －

　未指定文化財については、計画的に詳細調査を実施する。
　指定等候補の文化財については、専門家等の協力のもと、
更に詳細な調査を実施する。

3-3
（ク）
（ケ）

指定等文化財の補足調査

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ○ ◆ ◆ －

　一定の詳細調査を行っている指定等文化財についても、
不足している調査項目や更なる評価を得るために必要な調
査項目等を整理し、補足調査を行う。

3-4
（ケ）
（コ）

各分野の専門家調査への協力

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
○ ◎ － ○ － ◆ －

　本市の文化財を対象とした各分野の専門家調査に際し、
資料閲覧や現地案内など、積極的な協力を行う。

3-5 （ク）

市内遺跡発掘調査

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ○ － ◆ －

　市が行う開発行為や調査研究を目的とした市内遺跡発掘
調査を計画的に行い、必要に応じて調査報告書の編集・刊
行を行う。

２．取組内容【保存】

方  

針

３- 次世代へ引き継ぐための「調査・研究」
（ク）貴重な資料が失われる前に把握し、必要な調査を柔軟に行います。

（ケ）専門家等の調査・研究と連携し、文化財の価値・魅力を更新します。

（コ）会計任用職員を含めた職員確保と資質向上に努めます。
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【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

3-6
（ク）
（ケ）

鉄砲伝来に関する調査研究の拡大

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ○ － ◆ －

　鉄砲伝来に関する調査研究については、火縄銃の鉄成分
調査など科学的調査を積極的に取り入れ、調査研究を深め
る。

3-7 （コ）

市専門職員の育成

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ○ － ◆ －

　学芸員資格を有する職員の配置や業務量に応じた人員確
保、職員研修の実施など、計画的に職員を育成する。

（取組番号 3-2）未指定文化財の詳細調査
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4-1 （ス）

指定等制度の推進

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ○ － ◆ －

　未指定文化財の把握調査に基づき市指定候補となった文
化財については、市文化財保護審議会への諮問を行い、積
極的に市指定を行う。
　県指定等についても、必要に応じた調査の実施・協力を
行い、その価値を明らかにし、指定等制度の推進を図る。

4-2 （サ）

文化財保護カルテ（取組記録）の作成

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　文化財については、時代毎に様々な取組があり、現在に
至っている。しかしながら、過去の取組がひとまとまりに
記録されておらず、経緯不明な案件が多く発生している。
指定等文化財ごとの取組記録を整理する文化財保護カルテ

（仮称）を作成し、一定のルールのもと、適切な記録を残す。

4-3 （セ）

収蔵庫の増設・整備
★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － ◆ ◆ －　収蔵庫不足が大きな課題となっている。防災・防犯の観

点からも、早急に収蔵庫の増設・整備を行う。

4-4 （サ）

文化財の環境整備

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ◎ － ◆ ◆

　市が所有する文化財について、適切な環境整備を行う。
　また、文化財の管理は、原則として所有者が適切に実施
する必要があるが、少子高齢化や過疎化に伴う地域力の低
下に伴う管理不足については、状況把握を適切に行い、問
題解決に向けた協議等を積極的に行う。

4-5
（サ）
（シ）

指定等文化財所有者との情報交換

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ◎ － ◆ －

　指定等文化財については、個人が所有・管理しているも
のがある。所有者と積極的に情報交換を行い、所在確認や
状態把握を行うとともに、必要に応じて保存管理に関する
指導助言を行う。

4-6
（サ）
（セ）

寄贈・寄託制度の推進

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ◎ － ◆ －

　近年、様々な要因により、文化財の寄贈が増加している。
収蔵庫の整備と合わせて、適切な対応を行う。
　また、各家庭等において文化財的価値が認知されないま
ま処分される事態を減らすためにも、寄贈・寄託制度につ
いて、継続的に広報を行う。

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

２．取組内容【保存】

方  

針

４- 適切に守り残す「保存体制」
（サ）記録保存や継承者支援等、適切な維持・継承に取り組みます。

（シ）防災・防犯に関する情報共有と保存体制の充実に取り組みます。

（ス）指定等制度に基づく適切な評価を行います。

（セ）  寄贈・寄託資料の収蔵スペース確保に努めます。
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4-7 （サ）

修復・復元・修理の充実

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ◎ ◆ ◆ ◆

　劣化した文化財の修復・復元・修理については、全ての
文化財について対応することは困難である。劣化状況や史
料価値などを適切に把握し、専門家等の意見も交えながら、
必要に応じた修復・復元・修理に取り組む。

4-8 （サ）

郷土芸能に関する記録保存
★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ 〇 〇 ◎ ◆ ◆ －　地域で継承されている郷土芸能については、担い手不足

の課題に直面していることから、現時点の踊り・唄・道具・
言い伝えなどについて、記録保存を行う。

4-9 （サ）

市補助金の充実

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ◎ ◎ － ◆ －

　市補助金については、文化財所有者や保持団体等の要望
を把握し、財源調整を行うなどの取組により、充実を目指す。

［連携］ 市財産監理課 （財政係）

4-10 （サ）

民間助成金等の申請支援

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
○ － ○ ◎ － － ◆

　各種民間助成金について、文化財所有者や保持団体等に
情報提供を行うとともに、申請に関する書類作成など積極
的な支援に取り組む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[ 民間資金等 ] 鹿児島県文化振興財団助成／かぎん文化財団
助成／明治安田クオリティオブライフ文化財団など

4-11 （シ）

文化財の防災・防犯対策

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ◎ － ◆ －

　文化財の防災・防犯対策については、文化財所有者と積
極的に情報交換を行い、現状把握を行うとともに課題解決
に努める。市が所有する文化財についても、防災・防犯対
策をふまえた展示室や収蔵庫の整備に取り組む。
　また、災害発生時については人命を優先することを基本
とするが、災害発生後の混乱時を狙った盗難なども心配さ
れることから、災害発生時・発生後の行動について、文化
財ごとに想定を行う。1 月 26 日の文化財防火デーに合わせ
て、防災訓練に取り組む。

［連携］ 市総務課 （防災消防係）

4-12
（サ）
（シ）

個別の文化財保存活用計画の作成

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ◎ － ◆ ◆

　旧上妻家住宅保存活用計画を、令和 5（2023）年 3 月に
作成済みである。
　その他、必要に応じて個別の文化財保存活用計画を作成
し、文化財の適切な保存活用に取り組むとともに、市民等
への分かりやすい広報に努める。

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等
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【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

5-1 （チ）

「鉄砲館」の整備・充実

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － ◆ ◆ －

　種子島開発総合センター「鉄砲館」については、建設から
40 年が経過しており老朽化が進んでいるため、計画的な施設
修繕や展示リニューアル等に取り組む。また、収蔵品の増加に
伴い施設全体が手狭になっているため、収蔵庫の増設等に取
り組む。

５-2 （チ）

市埋蔵文化財調査室の整備・充実

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　市埋蔵文化財調査室については、旧榕城中学校跡地を利
用しており老朽化が進んでいるため、計画的な施設修繕等
に取り組む。また、出土遺物等の増加に伴い施設全体が手狭
になっているため、収蔵庫の増設等に取り組む。
　さらには、必要に応じて施設の新設や移設の検討を行う。

5-3
（ソ）
（タ）
（チ）

種子島家住宅の整備・公開
↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ － ◆ ◆ －

　種子島家住宅については、指定管理制度を活用し、「赤尾
木城文化伝承館　月窓亭」として一般公開を行う。

[ 連携］ 指定管理団体

5-4
（ソ）
（タ）
（チ）

旧上妻家住宅（主屋・門）の整備・公開
↑
継
続

◎
公
開

↑
継
続
◎ ○ － － ◆ ◆ －

　旧上妻家住宅（主屋・門）については、建築当時の姿を
把握する調査を行いながら、耐震対策を含めた施設整備を
行い、その過程においても臨時の一般公開を行う。
　整備完了後は、管理手法を定めて通年で一般公開を行う。

5-5 （タ）

西之表の文化財絵画コンクールの実施

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ○ － － ◆ －

　身近にある文化財を認識してもらうため、市内の幼児か
ら中学生を対象に、西之表の文化財を題材とする絵画コン
クールを実施する。応募作品は、鉄砲館に展示するほか、
文化財防火デーのポスター等に活用する。

［連携］ 保育園 ・幼稚園 ・小学校 ・中学校 /熊毛美術協会

5-6 （タ）

西之表の文化財写真コンテストの実施
★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ○ － － ◆ －

　身近にある文化財を認識してもらうため、全ての人を対
象に、西之表の文化財を題材とする写真コンテストを実施
する。応募作品は、鉄砲館に展示するほか、各種広報媒体
による PR 活動に活用する。

２．取組内容【活用】

方  

針

５- アイデアあふれる「活用体制」
（ソ）文化財の活用方法を工夫し、理解を深める取組を行います。

（タ）観光やイベントなど、民間アイデアも取り入れながら、

　　  見せることを意識した文化財の整備と幅広い活用を行います。

（チ）市の文化財関連施設の整備・充実を図ります。
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【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

5-7 （ソ）

フォトグラメトリ（３D）の製作・活用

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ○ ◆ ◆ －

　令和４（2022）年度からの 2 年間、鹿児島県地域振興推
進事業補助金を活用し、先進技術であるフォトグラメトリ

（３D モデル）の製作環境整備と技術導入研修に取り組んだ。
この成果を活かし、自前での製作を継続させながら、技術
向上と展示等への活用に取り組む。

5-8 （タ）

おすすめ周遊コースの設定

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － ○ － ◆ －

　文化財は、市内広範囲に点在している。観光客であれば
滞在時間や移動手段等に応じて、住民であれば対象年齢や
目的等に応じて、様々に周遊コースが想定される。基本と
なる周遊コースに加え、最新の文化財情報や季節に応じた
おすすめ周遊コースの設定と周知を行い、より多くの文化
財を知ってもらう機会を作る。

［連携］ 市経済観光課 （観光交流係）

5-9
（ソ）
（タ）

歴史文化イベントの企画・実施

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ○ － ◆ －

　歴史文化イベントについては、鉄砲まつり振興会による
「種子島鉄砲まつり」が種子島最大のイベントである一方、
その他、定着した歴史文化イベントは無いため、新たなイ
ベントを企画し、実施する。
　また、健康増進のためのウォーキング大会に文化財巡り
を組み合わせるなど、様々なイベントとの連携を図りなが
ら、より多くの方に文化財を知ってもらう機会を作る。

［連携］ 市経済観光課 （観光交流係） ／市企画課 （歴史文化活用係） など

5-10 （タ）

市郷土芸能フェスティバルの開催

－
◎
開
催
－ ◎ ○ ○ ◎ － ◆ ◆

　市郷土芸能フェスティバルは、これまで市制施行の記念
事業として 10 年おきに開催しており、次回、市制施行 70
周年は令和 10（2028）年度の予定である。近年、担い手
不足が心配される状況にあることから、各保持団体等への
意見集約や必要な助成・助言等を行いながら、円滑な市郷
土芸能フェスティバルの開催に取り組む。

[ 民間資金等 ] 芸術文化振興基金助成事業

5-11
（ソ）
（タ）

ユニークべニューの企画・実施

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ○ ○ － ◆ －

　ユニークべニューとは、博物館や文化的建造物など特別
な空間で、様々なイベントを行うことである。例えば、過
去に実施された月窓亭での夜間音楽会（薩摩琵琶や尺八な
ど）も、そのひとつである。文化財の有効活用を図るため
にも、ユニークべニューを広く周知し、民間活用について
も積極的に取り組む。

5-12 （タ）

クラウドファンディング等による財源確保

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ○ ○ － － ◆

　様々な取組を行うためには財源確保が必要である。取組
内容に応じて、クラウドファンディングによる資金調達を
行ったり、ふるさと応援寄付金やふるさと納税などの推進
を図るための PR 活動を行う。
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6-1 （ツ）

市文化財保存活用地域計画協議会の開催

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ 〇 ○ ○ － ◆ －

　西之表市文化財保存活用地域計画により文化財保護行政
の目標を明確にし、庁内他課や市民等の理解と協力のもと、
具体的な取組を推進するため、市文化財保存活用地域計画
協議会による進捗確認等を定期的に行う。

6-2 （ツ）

市文化財保護審議会の開催

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ◎ － － － ◆ －

　市文化財保護審議会（年２回）を開催し、教育委員会の
諮問に応じて、文化財の保存・活用に関する重要事項を調
査審議し、教育委員会に建議する。
　また、熊毛地区や種子島地区の審議会委員を対象に、合
同研修会を開催し、研鑽や情報共有を図る。

6-3 （ツ）

郷土資料室（市立図書館）との連携

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　市立図書館内に郷土資料室を設置し、貴重な書籍等を保
存しながら、広く市民等の利用を図る。市史編さん事業等
により新たに得られた資料等については、適切な保存に努
める。

［連携］ 同課 （社会教育係） ／市企画課 （歴史文化活用係）

6-4 （ツ）

国・県・他自治体との連携

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ － － － － ◆ －

　国・県・他自治体と積極的に情報交換を行い、良好な関
係性を築く。県については、県文化財保護指導員が種子島
地区に１名配置されている。他自治体、特に熊毛地区内の
中種子町、南種子町、屋久島町とは、様々な事業連携に取
り組む。

6-5 （ツ）

日本遺産との連携

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ － － － ◆ －

　鹿児島県では、1 県 9 市を構成自治体とする日本遺産「薩
摩の武士が生きた町～武家屋敷群「麓」を歩く～」が、令
和元（2019）年に認定されている。
　本市は構成自治体に含まれていないが、「武家社会南限の
地としての西之表麓」を広く周知し、鹿児島県の日本遺産
との相乗効果に取り組む。

［連携］ 県文化財課 （指定文化財係）

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関

団
体
等

所
有
者
等

国
・
県
費

市　

費

民
間
資
金
等

２．取組内容【活用】

方  

針

６- 互いを支え合う「組織・連携」
（ツ）庁内組織、国、県、他自治体などとの連携強化に努めます。

（テ）個人や企業、関連団体との連携を強化し、新しい視点のアイデアを

　　  取り入れます。



地
域
計
画

の
作
成

序章

市
の
概
要

１章

文
化
財

の
概
要

２章

歴
史
文
化

の
特
徴

３章

文
化
財
の

把
握
調
査

４章

目
標

５章

課
題
・方

針

６章

取
組

７章

防
災
・

防
犯
対
策

８章

推
進
体
制

９章

文化財の保存 ・活用に関する取組　第７章

103

6-6 （テ）

市無形民俗文化財保存連絡協議会の開催

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
◎ ○ ◎ ○ － ◆ －

　郷土芸能保持団体のうち、県指定および市指定の保存会
が加盟している。協議会における情報交換や研修会等を行
い、個々の活動促進につなげる。

6-7 （テ）

種子島の語り部「ぢろの会」との連携

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
○ ○ ◎ － － － ◆

　方言講座や昔話の読み聞かせ活動などを、有志により行っ
ている。会場提供や広報活動など、会の活動を支援する。
また、「ぢろの会」作成のグッズ販売を鉄砲館で行い、方言
や昔話への関心を高める。

6-8 （テ）

観光ボランティアガイドサークル「あこう」との連携

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
○ ○ ◎ － － － ◆

　市街地の街歩きを中心とする観光ガイドを、有志により
行っている。おすすめ周遊コースの設定（取組番号 5-6）
や文化財マップの作成など、実際にガイドを行っている会
員からのニーズや意見を取り入れる。

6-9 （テ）

種子島を語ろう会との連携

↑
継
続

↑
継
続

↑
継
続
○ ○ ◎ － － － ◆

　種子島の自然や歴史文化に関する調査研究と普及を、有
志により行っている。調査研究成果の発表の場を提供する。

［連携］ 市企画課 （歴史文化活用係）

6-10 （テ）

個人・企業・関連団体との連携

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ○ ○ － ◆ －

　歴史や文化に詳しい人や団体だけではなく、街づくりに
取り組む人や企業などの、新しい視点のアイデアをもった
取組みに、文化財を活用する。

6-11 （テ）

文化財保護ボランティアの設置・運営

★
新
規

↑
継
続

↑
継
続
◎ － ○ ○ － ◆ －

　文化財の清掃を中心とするボランティア活動を行う。前
例を参考にしながら、活動内容や組織づくりの検討、実施
に取り組む。

【取組期間】前期（R7～9）中期（R10～12）後期（R13～16）【取組主体】主体 ◎ 連携 ○

番号
方針
との
対応

取　組　名
（　内　容　）

取組期間 取組主体 財源

前　

期

中　

期

後　

期

行　

政

専
門
機
関
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体
等
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等

国
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県
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市　
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民
間
資
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等
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１．防災・防犯の備え

　文化財関連施設を含む文化財の防災対策は、「西之表市地域防災計画」を基本に、「国

宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン」、「国宝・重要文化財（美術工芸品）

を保管する博物館等の防火対策ガイドライン」等を参考にしながら行います。

「西之表市地域防災計画」　一般災害対策編（台風・水害・火災）

第２章 第２節 第 10 その他の災害応急対策事前措置体制の整備（一部抜粋）  

７ ⽂化財や⽂教施設に関する事前措置
（１）⽂化財に関する事前措置 ［教育委員会］ 　　　　　　　　　　　　　　　　
　ア ⽂化財管理者に対する防災指導 市は、⽂化財の所有者⼜は管理者に対する防災体制の確⽴指導を、
　　 以下のとおり⾏う。 
　（ア）防⽕管理の体制を整備する。
　　ａ 防⽕管理者のもと適当な⽕元責任者を定め、担当責任を明らかにする。 
　　ｂ 防⽕委員会を設けて、計画的な防⽕管理を⾏う。
　　ｃ 防⽕講習会、研究会に参加して防⽕意識の習得に努める。
　　ｄ ⽂化財防⽕デー（1 ⽉ 26 ⽇）を設定し、防災訓練等を実施するなど防⽕意識の⾼揚を図る。
　（イ）環境の整理、整頓を図る。 
　（ウ）⽕気の使⽤を制限する。
　（エ）⽕災危険の早期発⾒と改善
　（オ）⽕災警戒を厳重にする。
　（カ）⽕災の起こりやすい器具等に注意する。 
　（キ）次の消防に関する計画を作成するとともに、⾃衛消防隊を組織し、訓練を⾏う。 
　　ａ 防⽕管理計画 　　
　　ｂ 消⽕・通報・避難訓練計画
　イ 消⽕施設の整備 ⽂化財の所有者⼜は管理者は、消⽕施設の整備に努める。 　　　
　ウ ⽂化財施設の整備 ⽂化財の所有者⼜は管理者は、災害に備え、施設等の耐震強化や補強等を⾏う。

　また、防犯対策は、文化庁通知「文化財の防犯対策について」（平成 27 年 4 月 30 日）

に準拠しながら行います。

1. 日頃から文化財やその周辺の状況を確認し、文化財の周辺の整理整頓に努めること。

2. 定期的な見回りを徹底すること。当面は、夜間の見回りの実施や昼間の見回りの回数を増やすなど
の対策を行うとともに、見回りの際に「特別巡回中」などと表示した腕章を着用するなど警戒して
いることを示すこと。

3. 施錠設備、防犯カメラ、防犯センサーなどの防犯設備の増強を検討し、また、既存の設備が正常に作動
するか、定期的に点検・確認すること。また、防犯設備を設置していることを明らかにすること。

4. 敷地や建造物の入口付近等に防犯に関する看板を設置したり、防犯訓練を行うなど更なる防犯対策
を行うこと。また、これらを広報することで防犯対策をアピールすること。

5. 犯人が犯行をためらうこともあるので、拝観者等に対して顔を見て挨拶することを奨励すること。

6. 異常を発見した際は、110 番通報を行うこと。不審車については、ナンバーの書き留めなどを行う
こと。

7. 文化財の公開を行う際には、監視の死角や盲点となりやすい場所を確認し、必要に応じて管理体制
を見直して、安全な公開ができるよう配慮すること。また、通常の人員で十分な監視体制が確保で
きない場合は、警備員の配置、所轄の警察署や近隣住民への巡回協力依頼などを検討すること。

8. 文化財が被害にあった場合に備え、写真などの最新の記録をとること。

9. 日頃から防犯対策について、所有者、地域住民、地方公共団体、所轄警察署等との連携を図ること。

10. 文化財の防犯設備が不十分と考えられる場合には、文化庁の補助事業等を活用するなどして設備の
充実・更新を図ること。

第８章　文化財の防災・防犯対策
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 ２. 災害・被害発生時の対応

　災害・被害発生時には、「西之表市地域防災計画」に基づき、適切に行動します。

「西之表市地域防災計画」　一般災害対策編（台風・水害・火災）

第 3 章 第 3 節 第 11 文教対策

３ ⽂化財の保護 
（１）所有者⼜は管理者の通報義務等
　⽂化財に災害が発⽣した場合は、その所有者⼜は管理者は直ちに消防署へ通報するとともに災害の
拡⼤防⽌に努めなければならない。

（２）被害状況の報告
　⽂化財に被害が発⽣した場合は、その所有者⼜は管理者は被害状況を速やかに調査し、その結果を
市指定⽂化財等については市教育委員会へ、県指定⽂化財等は県教育委員会へ（市教委を経由）、国指
定⽂化財等は⽂化庁へ（市・県教委を経由）報告しなければならない。

（３）関係機関との協⼒
　関係機関は、被災⽂化財の被害拡⼤を防ぐため、協⼒して応急措置を講じる。

　市では、過去の災害記録やハザードマップ等を踏まえ、適切な管理環境による文化財

の保護を図るとともに、台帳等を作成して定期的に所在や状況を確認する体制を構築し、

早い段階で異常を確認できるよう努めていきます。

　また、大規模災害の場合、文化財防災センターなどの外部支援（文化財レスキュー・

文化財ドクターの派遣）を県を経由して要請します。

西之表市

社会教育課
総務課   等

鹿児島県
教育庁文化財課

国（文化庁）

文化財
防災センター

出動・対処等
通報・
状況報告等指導・助言等

対応・助言等

状況報告等

必要に応じて状況報告等

文化財

災害・被害発生

文化財所有者 等

自然災害・火災

熊毛地区消防本部
西之表消防署

盗難・汚損等

種子島警察署

専門家等

文化財保護
修理
防災 等

状況報告等

対応・助言等

状況報告等

対応・助言等

指導・助言等

状況報告等

災害 ・被害発生時における連絡体制図
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　文化財保護の取組は、所有者と行政だけでなく、多くの市民・地域・専門機関・

団体等との連携・支援により成り立っています。

　目標「よろーて守り よろーて活かす 島の宝が輝く 西之表市」の実現に向け、

西之表市文化財保存活用地域計画協議会を中心とする推進体制を構築し、更な

る連携強化と課題解決に向けた継続的な取組を目指します。

１．行政

① 西之表市

部署名 文化財に関連する業務内容（抜粋）

教
育
委
員
会　

社
会
教
育
課

文化財係

職員３人
（うち専門的職員１人）

会計年度任用職員
10 人

　・文化財に関すること
　・文化財保護審議会に関すること
　　　　（西之表市文化財保護審議会）

　・指定文化財の保護管理に関すること
　・記念物及び埋蔵文化財に関すること
　・美術工芸及び工芸技術に関すること
　・民俗芸能に関すること
　・民俗資料に関すること
　・文化財保護思想の普及に関すること
　・ユネスコ活動に関すること
　・鉄砲刀剣類登録に関すること
　・種子島開発総合センターに関すること
　　　　（種子島開発総合センター運営委員会）

　・文化財保存活用地域計画に関すること
　　　　（西之表市文化財保存活用地域計画協議会）

　　【所管施設】 種子島開発総合センター「鉄砲館」
　　　　　　　 市埋蔵文化財調査室
　　　　　　　 赤尾木城文化伝承館「月窓亭」
　　　　　　　 旧上妻家住宅主屋

社会教育係

　・生涯学習の推進に関すること
　・市民講座、自主講座、公民館講座その他の講座の開設
　　及びこれらの奨励に関すること

　　【所管施設】 市立図書館
　　　　　　　 市民会館

教育委員会　学校教育課
　・学校教育に関すること
　・校長、教員その他学校職員の研修に関すること

教育委員会　教育総務課

　・教育委員会の会議に関すること
　・条例、規則の制定及び改廃に関すること
　・学校その他教育施設の整備計画、設計及び施行に関すること
　　【所管施設】 小学校（11 校）うち休校 1 校
　　　　　　　 中学校（1 校）
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部署名 文化財に関連する業務内容（抜粋）

総務課

　・危機管理及び防災に関すること
　・法制・文書に関すること
　・広報に関すること
　・総合教育会議に関すること
　・市年表に関すること
　・他課の所管に属しない事項に関すること

企画課

　・市政の総合企画及び調整に関すること
　・市政の基本的施策の計画に関すること
　・広聴に関すること
　・開発計画に関すること
　・市史編さんに関すること
　・馬毛島に関すること

市民生活課
　・生活環境保全に関すること
　・交通安全及び防犯に関すること

財産監理課
　・予算その他財務に関すること
　・財産管理に関すること

地域支援課
　・地域振興に関すること
　・市民参画に関すること
　・移住定住に関すること

税務課 　・市税に関すること（固定資産税など）

健康保険課 　・健康増進に関すること

高齢者支援課 　・地域包括ケアシステムに関すること（高齢者の寄贈など）

経済観光課
　・商工業及び労政に関すること
　・観光交流に関すること
　・ふるさと納税に関すること

農林水産課
　・農業及び畜産業に関すること
　・林業及び水産業に関すること
　・農業土木に関すること

建設課

　・道路、橋梁、河川及び土木一般に関すること
　・都市計画に関すること
　・公園及び緑地に関すること
　・住宅及び建築に関すること
　・港湾及び漁港に関すること

福祉事務所
　・行旅病人、行旅死亡人等の取り扱いに関すること
　・旧軍人軍属、外地引揚者及びこれらの遺族に関すること

広域事務組合 　・ゴミ処理施設に関すること
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② 国・鹿児島県・他自治体

名　称 所在地等

国 文化庁（京都庁舎） 〒 602-8959
京都府京都市上京区
下長者町通新町西入藪之内町 85 番 4

鹿
児
島
県

鹿児島県教育庁

文化財課
〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

日本遺産
「薩摩の武士が生きた町」
魅力発信推進協議会

〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

（事務局：県文化財課）

鹿児島県観光・文化スポーツ部

観光課
〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

鹿児島県観光・文化スポーツ部

文化振興課
〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

鹿児島県観光・文化スポーツ部

文化振興課世界文化遺産室
〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

鹿児島県環境林務部

自然保護課
〒 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1

鹿児島県立博物館 〒 892-0853 鹿児島市城山町 1-1

鹿児島県歴史・美術センター
黎明館

〒 892-0853 鹿児島市城山町 7-2

鹿児島県立埋蔵文化財センター 〒 899-4318 霧島市国分上野原縄文の森 2-1

公益財団法人鹿児島県文化振興財団

埋蔵文化財調査センター
〒 899-4318 霧島市国分上野原縄文の森 2-1

公益財団法人鹿児島県文化振興財団

上野原縄文の森
〒 899-4318 霧島市国分上野原縄文の森 1-1

熊毛支庁 〒 891-3192 西之表市西之表 7590

熊毛教育事務所 〒 891-3192 西之表市西之表 7590

鹿児島県文化財保護指導委員 熊毛地区担当　１人

中
種
子
町

中種子町教育委員会
社会教育課　文化財係

〒 891-3692 熊毛郡中種子町野間 5186

中種子町歴史民俗資料館 〒 891-3604 熊毛郡中種子町野間 5173-2

南
種
子
町

南種子町教育委員会
社会教育課　文化係

〒 891-3792 熊毛郡南種子町中之上 2793-1

南種子町郷土館
南種子町埋蔵文化財センター

〒 891-3701 熊毛郡南種子町中之上 2420-2

広田遺跡ミュージアム 〒 891-3702 熊毛郡南種子町平山 2571

たねがしま赤米館 〒 891-3703 熊毛郡南種子町茎永 4058-1

屋
久
島
町

屋久島町教育委員会
社会教育課　社会教育係

〒 891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田 849-20

屋久島町歴史民俗資料館 〒 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦 1593

※鹿児島県内の所在地は「鹿児島県」を省略しています。
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２．専門機関

名　称 所在地等

鹿児島県博物館協会 〒 892-0853 鹿児島市城山町 7-2（黎明館内）

公益社団法人

鹿児島県建築士会
〒 892-0838 鹿児島市新屋敷町 16-1

鹿児島県考古学会
〒 890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24

（事務局：鹿児島大学埋蔵文化財調査センター内）

鹿児島民俗学会
〒 891-0150 鹿児島市坂之上 3-11-2

（事務局：会長 松原武実 宅内）

鹿児島民具学会
〒 890-0011 薩摩川内市天辰町 2365

（事務局：鹿児島純心大学附属博物館内）

鹿児島県地学会
〒 892-0853 鹿児島市城山町 1-1

（事務局：鹿児島県立博物館内）

鹿児島県文化協会 〒 892-0816 鹿児島市山下町 5-3　宝山ホール２F

鹿児島歴史資料
防災ネットワーク

〒 890-0065 鹿児島市郡元 1-20-6

（事務局：鹿児島大学内）

鹿児島大学埋蔵文化財
調査センター

〒 890-8580 鹿児島市郡元 1-21-24

九州国立博物館 〒 818-0118 福岡県太宰府市石坂 4-7-2

東京大学史料編纂室 〒 113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

大阪大学 〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-1

※鹿児島県内の所在地は「鹿児島県」を省略しています。
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３．団体等・所有者等

名　称 所在地等

西之表市無形民俗文化財
保存連絡協議会

〒 891-3101 西之表 7585（鉄砲館内）

【県指定】 横山盆踊保存会・種子島大踊保存会・獅子舞保存会
大的始式保存会・深川めん踊保存会

【市指定】 安納棒踊保存会・ヨンシ―踊保存会・太鼓山保存会
源太郎踊保存会・古田棒踊保存会

種子島の語り部「ぢろの会」 〒 891-3101 西之表 7585（鉄砲館内）

種子島を語ろう会 〒 891-3101 西之表 7585（鉄砲館内）

種子島観光ボランティア
ガイドサークル「あこう」

〒 891-3101 西之表 7585（鉄砲館内）問い合わせ窓口

赤尾木城文化伝承館月窓亭
ひとつ葉の会

〒 891-3101 西之表 7528（月窓亭内）

地元自治会 ※自治会（集落名）は 11 ページに記載

種子島観光協会（西之表支部） 〒 891-3111 西町 49-1

西之表市商工会 〒 891-3112 栄町 2

西之表市区長会 〒 891-3101 西之表 7612（市庁舎内）

西之表市議会 〒 891-3101 西之表 7612（市庁舎内）

西之表市まちづくり公社 〒 891-3101 西之表 7600（市民会館内）

種子島警察署 〒 891-3101 西之表 16381-9

熊毛地区消防組合 〒 891-3116 鴨女町 248

鹿児島県立　種子島高校 〒 891-3101 西之表 9607-1

種子島中学校 〒 891-3101 西之表 7376

小　

学　

校

榕城小学校 〒 891-3101 西之表 7545

上西小学校 〒 891-3101 西之表 874

下西小学校 〒 891-3101 西之表 15358

国上小学校 〒 891-3222 国上 2181

伊関小学校 〒 891-3221 伊関 461-1

安納小学校 〒 891-3102 安納 976

現和小学校 〒 891-3103 現和 6232

安城小学校 〒 891-3432 安城 1006

立山小学校（休校） 〒 891-3432 安城 2959

古田小学校 〒 891-3431 古田 1225

住吉小学校 〒 891-3104 住吉 3551

幼稚園 榕城幼稚園・西之表幼稚園

保育園 現和みどり園・住吉さくら保育園・平和の園保育園・安納双葉保育園

認定こども園 めいろうこども園・きりすとこども園・若宮保育園・くにがみこども園

所有者等 ※市内外含めた文化財の所有者や管理者

※西之表市内の所在地は「鹿児島県西之表市」を省略しています。
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西之表市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱

（設置）
第１条　西之表市における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画「西之表市文

化財保存活用地域計画」（以下「地域計画」という。）を作成し、継続的に取組を実

施するため、西之表市文化財保存活用地域計画協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。
（所掌事務）

第２条　協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
⑴　地域計画の作成及び変更に関すること
⑵　地域計画の実施に係る連絡調整に関すること
⑶　前２号に掲げるもののほか、地域計画に関し必要と認める事項

（組織等）
第３条　協議会は、教育委員会が次の者から委員を委嘱又は任命し、20 人以内で組

織する。
⑴　文化財の所有者
⑵　学識経験を有する者
⑶　文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 192 条の２第１項の規定により

教育委員会が指定した文化財保存活用支援団体
⑷　観光、商工関係団体の代表者
⑸　鹿児島県の職員
⑹　西之表市の職員
⑺　その他教育委員会が必要と認める者

２　協議会に会長１人、副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。
３　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

（任期）
第４条　委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。

（会議）
第５条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、会

長が議長となる。
２　会長が必要と認めたときは、会議に関係職員等を出席させ、説明又は意見を求め

ることができる。
３　協議会の委員は、協議の結果を尊重しなければならない。

（庶務）
第６条　協議会の庶務は、社会教育課において処理する。

（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が

別に定める。

附　則
この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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